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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　咽喉部から食道へ向けて挿入された状態で咽喉部を拡径させて、縫合器等を食道へ通す
ための咽喉部用拡径チューブであって、
　長さ方向に貫通した中空部を有する多重管の樹脂製筒体からなり、
　上記多重管は、咽喉部へ挿入される内側の樹脂製筒体と、該内側の樹脂製筒体の外側に
相対的に摺動可能に被さるように形成され、上記内側の樹脂製筒体に沿わせて咽喉部へ挿
入される外側の樹脂製筒体とを有し、
　上記内側の樹脂製筒体及び上記外側の樹脂製筒体は、それぞれ長さ方向の軸に対して斜
めにカットされた先端部を有するとともに、両樹脂製筒体の相対位置設定用の設定部を有
し、
　最外側の樹脂製筒体の内部には、コイルバネが埋め込まれ、該コイルバネは、板バネか
らなるとともに、該板バネの板厚方向を該樹脂製筒体の壁の厚み方向と一致させて形成さ
れ、
　上記最外側の樹脂製筒体の上記中空部によって上記縫合器等が通過する通路が形成され
ることを特徴とする咽喉部用拡径チューブ。
【請求項２】
　上記板バネは、２ｍｍ以上５ｍｍ以下の幅で、厚さが０．０５ｍｍ以上０．５ｍｍ以下
である部材を成形してなることを特徴とする請求項１に記載の咽喉部用拡径チューブ。
【請求項３】
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　上記設定部は、内側の樹脂製筒体の外周と外側の樹脂製筒体の内周との間の相対位置を
設定するために、一方には凸部を備え、他方にはその凸部が嵌められる凹部を備えること
を特徴とする請求項１または２に記載の咽喉部用拡径チューブ。
【請求項４】
　上記設定部は、内側の樹脂製筒体の外周と外側の樹脂製筒体の内周との間の相対位置を
設定するために、各樹脂製筒体の外周に周方向の第１マーカーと長さ方向の第２マーカー
とが設けられていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載の咽喉部用
拡径チューブ。
【請求項５】
　上記コイルバネを埋め込んだ樹脂製筒体に対して、コイルバネを埋め込んでない樹脂製
筒体は、高硬度の樹脂体からなることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１つに記
載の咽喉部用拡径チューブ。
【請求項６】
　上記コイルバネを埋め込んだ樹脂製筒体は塩化ビニール樹脂からなり、コイルバネを埋
め込んでない樹脂製筒体は、ポリエチレン系樹脂からなることを特徴とする請求項５に記
載の咽喉部用拡径チューブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療現場で咽喉部を通して内視鏡や縫合器等を出し入れする際の咽喉部での
ガイドをする咽喉部用拡径チューブに関するものである。
【０００２】
　特に、内視鏡よりも径の大きい縫合器を、咽頭部を通して体腔に挿入する際に、咽頭部
に配設する咽喉部用拡径チューブに関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　従来、胃、食道等の腫瘍、静脈瘤等消化管内疾患の診断、治療の目的で、内視鏡が広く
用いられている。現在使用されている内視鏡はその径が約１０ｍｍあり、従って挿入する
ためには術者の熟練が必要で、また患者の苦痛にも著しいものがある。更に、手技によっ
ては、何度も内視鏡を出し入れすることもあり、患者への負担は更に大きいものとなる。
【０００４】
　そのため、内視鏡の挿入を容易にする目的で、図６に示すようなガイドチューブが市販
されており、操作性の向上や患者への負担の軽減が図られている。
【０００５】
　図６に示すガイドチューブは、軟質樹脂製のチューブ本体１１１と、その後端部に取り
付けられたフランジ部１１４を有するマウスピース１１３とで構成されている。ガイドチ
ューブの使用方法としては、まず、チューブ本体１１１の内腔に内視鏡を挿入しセットす
る。次に、内視鏡の先端部のみを、先に口腔から咽頭部を経て食道まで挿入し、続いて内
視鏡に沿ってチューブ本体１１１をスライドさせ、チューブ本体１１１の先端部を咽頭部
に挿入する。通常、咽頭部の内腔は屈曲しており、このため内視鏡挿入時は咽頭部の通過
が最も困難である。従って、この咽頭部にチューブ本体１１１を留置させることにより、
その後の内視鏡の出し入れが容易になる。
【０００６】
　このため、チューブ本体１１１の材質としてはポリ塩化ビニル樹脂等の軟質樹脂が主に
用いられている。また、マウスピース１１３は、チューブ本体１１１を挿入した後、患者
の口にくわえさせて、チューブ本体１１１を固定する役目をする。従って、マウスピース
１１３の材質としては、硬質ないし硬質に近い樹脂が用いられている。
【０００７】
　また、咽頭部の通過を容易にするためのガイドチューブの使用例としては、食道静脈瘤
結紮術がある。食道静脈瘤結紮術とは、図７に示すように先端に筒状のデバイス１１６を



(3) JP 4086004 B2 2008.5.14

10

20

30

40

50

装着した内視鏡１１２を、ガイドチューブ１１１を通して食道内に挿入し、そこでデバイ
ス１１６内に静脈瘤を吸引し、予めデバイス１１６の外側に広げてセットしたＯリングを
鉗子孔から挿入したワイヤーではずし、これを吸引されてポリープ状になった静脈瘤の根
本部に掛け、Ｏリングのゴムの力で機械的に静脈瘤を結紮し、荒廃させる手技で、１回の
結紮ごとに内視鏡の出し入れを行うため、ガイドチューブ１１１が使用される。
【０００８】
　しかし、図６に示した従来のガイドチューブでは、チューブを曲げた場合、図７のよう
に屈曲部１１５でチューブ本体１１１がつぶれて内腔が狭くなるという問題があり、咽頭
部までガイドチューブ１１１を挿入した場合、咽頭部でチューブが曲がるため、内視鏡の
通過性が悪くなる欠点があった。
【０００９】
　また、こうした欠点を補うためには、内径の大きなガイドチューブを使うことが考えら
れるが、大きいガイドチューブを咽頭部に挿入し留め置くためには、咽頭部を無理やり拡
げる必要があり、挿入操作が難しく、その上患者の苦痛も増加し患者への負担がいっそう
増大する。
【００１０】
　そのために、内視鏡を出し入れできるだけの小さい径であって、咽頭部に留め置いた際
に潰れ難い工夫をしたガイドチューブが知られている。例えば、ガイドチューブ本体の側
壁中にコイルバネを埋込み、耐潰れ性を向上させたものが知られている。（特許文献１）
　この特許文献１のガイドチューブは、図８に示すように、長さ方向に貫通した内腔を有
するチューブ本体２０１と、その後端部に取り付けられたマウスピース２０３とからなり
、チューブ本体２０１は側壁中にコイルバネ２０２が埋め込まれており、その先端部２０
７はチューブ本体２０１の長さ方向に対して斜めにカットされている。また、マウスピー
ス２０３はチューブ本体２０１の長さ方向の軸に垂直な断面の形状が、円形、楕円形もし
くは長円形をなし、その先端側にリブ２０６、後端側にフランジ部２０４が設けられると
共に、フランジ部２０４には、スリットまたは孔を設けた膜状のシール部材２０５が付設
され、マウスピース２０３の内腔が塞がれるようになっている。
【特許文献１】特開平０７－０５１２２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　この特許文献１の構成では、図６に示す従来技術に比較して、ガイドチューブの剛性が
アップし、潰れ難くなっているので、内視鏡が咽頭部を通過し易くなっている。しかし、
図６に示す従来技術や図８に示す特許文献の技術は、いずれも内視鏡が咽喉部を介して出
し入れされる際の通過し易すさを狙いとした技術に関するものである。
【００１２】
　それに対して、体腔内の出血部の止血又は肺、食道、胃、十二指腸および小腸・大腸な
どの体内器官や生体組織の縫合や吻合等を行なう縫合器では、一般的に内視鏡よりも径が
大きく、大きいものでは、内視鏡の２倍の径のものも有る。
【００１３】
　内視鏡でも咽頭部を通過させて食道を通って体腔に導く際には、患者の負担・苦痛を伴
い、操作性が容易でないので、内視鏡よりも径の大きい縫合器等は、咽喉部を介して食道
、胃等の体腔に挿入することは全く考えられてなかった。
現在では、通常では、このような縫合器は、腹部を切開して開口し、そこから差し入れ、
体腔の必要箇所に導いている。
【００１４】
　このように、わざわざ腹部等を切開する必要があるために、患者の負担が大きく、腹部
を切開しない技術が待ち望まれているが、現在ではそのような技術が開発・実現されてな
い。
【００１５】
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　本発明は、内視鏡よりも大きな径を有する縫合器をも咽頭部を通して体腔に挿入するよ
うにすることに着眼を置いて研究し、咽頭部に留め置くことができ、かつ大径の縫合器も
通過できる内径を有するガイドチューブであって、咽喉部に設置する際に患者の負担・苦
痛を軽減し、操作性を改善したガイドチューブを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　そのために、本発明は、咽頭部を拡大して、内径の大きなガイドチューブを咽頭部に留
め置く際に、患者の負担・苦痛を軽減し、設置する操作性が容易であるガイドチューブと
するために、ガイドチューブを徐々に拡大したガイドチューブに置き換えていくこととし
、さらに、咽頭部の曲りに沿って曲ることで容易に設置できると同時に、設置したガイド
チューブが咽頭部の狭める方向の復元力に対して潰れることなく、縫合器を滑らかに出し
入れできる状態を維持できるガイドチューブとしたことを特徴とする。
【００１７】
　具体的には、請求項１の発明は、咽喉部から食道へ向けて挿入された状態で咽喉部を拡
径させて、縫合器等を食道へ通すための咽喉部用拡径チューブであって、長さ方向に貫通
した中空部を有する多重管の樹脂製筒体からなり、上記多重管は、咽喉部へ挿入される内
側の樹脂製筒体と、該内側の樹脂製筒体の外側に相対的に摺動可能に被さるように形成さ
れ、上記内側の樹脂製筒体に沿わせて咽喉部へ挿入される外側の樹脂製筒体とを有し、上
記内側の樹脂製筒体及び上記外側の樹脂製筒体は、それぞれ長さ方向の軸に対して斜めに
カットされた先端部を有するとともに、両樹脂製筒体の相対位置設定用の設定部を有し、
最外側の樹脂製筒体の内部には、コイルバネが埋め込まれ、該コイルバネは、板バネから
なるとともに、該板バネの板厚方向を該樹脂製筒体の壁の厚み方向と一致させて形成され
、上記最外側の樹脂製筒体の上記中空部によって上記縫合器等が通過する通路が形成され
る構成である。
【００１８】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の咽喉部用拡径チューブにおいて、上記板バネは、
２ｍｍ以上５ｍｍ以下の幅で、厚さが０．０５ｍｍ以上０．５ｍｍ以下である部材を成形
してなる構成である。
【００１９】
　請求項３の発明は、請求項１または２に記載の咽喉部用拡径チューブにおいて、上記設
定部は、内側の樹脂製筒体の外周と外側の樹脂製筒体の内周との間の相対位置を設定する
ために、一方には凸部を備え、他方にはその凸部が嵌められる凹部を備える構成である。
【００２０】
　請求項４の発明は、請求項１ないし３のいずれか１つに記載の咽喉部用拡径チューブに
おいて、上記設定部は、内側の樹脂製筒体の外周と外側の樹脂製筒体の内周との間の相対
位置を設定するために、各樹脂製筒体の外周に周方向の第１マーカーと長さ方向の第２マ
ーカーとが設けられている構成である。
【００２１】
　請求項５の発明は、請求項１ないし４のいずれか１つに記載の咽喉部用拡径チューブに
おいて、上記コイルバネを埋め込んだ樹脂製筒体に対して、コイルバネを埋め込んでない
樹脂製筒体は、高硬度の樹脂体からなる構成である。
【００２２】
　請求項６の発明は、請求項５に記載の咽喉部用拡径チューブにおいて、上記コイルバネ
を埋め込んだ樹脂製筒体は塩化ビニール樹脂からなり、コイルバネを埋め込んでない樹脂
製筒体は、ポリエチレン系樹脂からなる構成である。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１の発明によれば、内側の樹脂製筒体を咽頭部に設置し、その後この樹脂製筒体
の外側に滑らすように、外側の樹脂製筒体を咽頭部に挿入することで、徐々に咽頭部を拡
径していくので、患者への負担・苦痛を増加することなく、徐々に大きな管径の樹脂製筒
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体を咽頭部に配設できる。そして、縫合器が通れる大きさの大きな管径の樹脂製筒体を咽
頭部に配設できる。
【００２４】
　特に、外側の樹脂製筒体には、コイルバネが埋め込まれているので、患者が咽頭部を狭
める方向に力を作用しても、潰れることなく縫合器が通過できる内径を確保できる。
【００２５】
　また、徐々に大きな径の樹脂製筒体を内側の樹脂製筒体に対して滑らせて被せていく際
に、設定部を設けているので、外側の樹脂製筒体の周方向の向きがずれることなく、かつ
挿入位置まで確実に挿入される。
【００２６】
　また、板バネにすることで、咽頭部の曲がりに合わせて曲って配設されるとともに、咽
頭部の狭まる方向の力に対して、変形したり、潰れたりすることがなく、確実に縫合器が
通過できる内径を確保できる。
【００２７】
　また、板バネにすれば、線状のコイルバネに比較して、薄いものを採用できるので、樹
脂製筒体の肉厚を薄くできる。その結果、コイルバネに比較して、板バネの樹脂製筒体は
、同じ外径であれば内径を大きくでき、同じ内径であれば外径を小さくできる。
【００２８】
　請求項２の発明によれば、板バネは、２ｍｍ以上５ｍｍ以下の幅で、厚さが０．０５ｍ
ｍ以上０．５ｍｍ以下の部材を成形してなるものとした。幅を２ｍｍよりも狭くすると、
耐潰れ性が低下し、縫合器が通過できる通路を確保できなくなり、５ｍｍよりも広くする
と咽頭部の曲がりに対して追従して曲がる曲り性が劣ってくる。また、厚さを０．０５ｍ
ｍよりも薄くすると板バネとしてのバネ力が低下し実用できなくなり、０．５ｍｍよりも
厚くすると、咽頭部の曲がりに対して追従して曲がる曲り性が劣ってくる。
【００２９】
　従って、上記設定した範囲の数値とすることが好ましい。特に、幅は３ｍｍ以上４ｍｍ
以下とすることが好ましい。厚さは０．０５ｍｍ以上０．３ｍｍ以下とすることが好まし
い。
【００３０】
　請求項３の発明によれば、外側の樹脂製筒体を内側の筒体の外側で滑らして挿入してい
く際に、凸部と凹部とが嵌合してお互いの位置合せが行なわれるので、誤って外側の樹脂
製筒体を挿入しすぎたり、挿入不足になることがなく、お互いの周方向のずれも確実に防
止できる。
【００３１】
　特に熟練者に限らず、誰でも設定した位置に樹脂製筒体を配設できるので、作業性に優
れ、誤操作を防止できる機能に優れる。
【００３２】
　請求項４の発明によれば、簡単な構成で互いの筒体の周方向及び挿入方向の位置合せが
でき、低コスト化を図ることができる。
【００３３】
　請求項５の発明によれば、内側の樹脂製筒体はコイルバネを埋め込んでないので、その
樹脂性筒体で咽頭部の通路を確保する強度を有するとともに咽頭部の曲がりに追従する曲
り性を備えることができ、逆に外側の樹脂製筒体はコイルバネを埋め込んでいるので、で
きるだけ柔軟な樹脂とすることで、咽頭部の曲がりに追従できる柔らかさを持たすことが
できる。
【００３４】
　請求項６の発明によれば、良く使われている樹脂を組み合わせて使用できるので、低コ
スト化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
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　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３６】
　図１ないし図４は本発明の第１実施形態に関わり、図１は咽喉部用拡径チューブの断面
構造を示し、図２は咽喉部用拡径チューブの外観図を示す。図３はコイルバネの斜視図を
示す。図４は咽喉部用拡径チューブの使用状態を示す。
【００３７】
　本発明による咽喉部用拡径チューブ１０は、長さ方向に貫通した内腔を有する多重管か
らなり、その内側の樹脂製筒体１１及び中間の樹脂製筒体１２はポリエチレン樹脂からな
り、外側の樹脂製筒体１３は塩化ビニル樹脂からなる。外側の樹脂製筒体１３には、内部
にコイルバネ２０が埋め込まれている。内側及び中間の樹脂製筒体１１及び１２は、外側
の樹脂製筒体１３よりも高硬度なポリエチレン樹脂からなり、コイルバネ２０を埋め込ま
なくてもある程度の形状を維持できる硬度を備えるようになっている。
【００３８】
　内側の樹脂製筒体１１が一番長く、中間の樹脂製筒体１２が中間長さで、外側の樹脂製
筒体１３は一番短い最小限の長さに抑えてある。最終的の咽喉部に配設される外側の樹脂
製筒体１３に対する違和感をできるだけ少なくできるようにしてある。
【００３９】
　樹脂製筒体１１、１２及び１３の先端部は、それぞれ筒体の長さ方向に対して同一角度
で斜めにカットされている。
【００４０】
　樹脂製筒体１１、１２及び１３の外表面には、お互いの周方向の回転位置を一致させる
為のマーク及び内側の筒体に対しその外側の筒体の挿入位置を合わせるためのマークとし
て、樹脂製筒体１３の外表面後端部には、長さ方向と円周方向のマーク１３ａが設けられ
ている。このマーク１３ａと位置合わせするために、長さ方向と円周方向のマーク１２ａ
が樹脂製筒体１２の外表面中間位置に設けられている。樹脂製筒体１２の外表面後端部に
、長さ方向と円周方向のマーク１２ｂが設けられている。このマーク１２ｂと位置合わせ
するために、長さ方向と円周方向のマーク１１ａが樹脂製筒体１１の外表面中間位置に設
けられている。上記の中間位置は、内側、中間及び外側の筒体１１、１２及び１３の先端
位置を一致させる位置に設けられている。
【００４１】
　外側の樹脂製筒体１３に埋め込まれるコイルバネ２０は、幅４ｍｍで厚さ０．２ｍｍの
板状部材を成形してなる板バネからなり、外側の樹脂製筒体１３の長手方向中間部位、す
なわち咽頭部内側に相当する位置に埋め込まれている。
【００４２】
　板バネ２０の幅Ｗは、２ｍｍ以上５ｍｍ以下で、厚さＴは０．０５ｍｍ以上０．５ｍｍ
以下が好ましい。幅Ｗを２ｍｍよりも狭くすると、耐潰れ性が低下し、縫合器が通過でき
る通路を確保できなくなり、５ｍｍよりも広くすると咽頭部Ａの曲がりに対して追従して
曲がる曲り性が劣ってくる。また、厚さＴを０．０５ｍｍよりも薄くすると板バネ２０と
してのバネ力が低下し実用できなくなり、０．５ｍｍよりも厚くすると、咽頭部Ａの曲が
りに対して追従して曲がる曲り性が劣ってくる。従って、上記設定した範囲の数値とする
ことが好ましい。特に、幅Ｗは３ｍｍ以上４ｍｍ以下とすることが好ましい。厚さＴは０
．０５ｍｍ以上０．３ｍｍ以下とすることが好ましい。
【００４３】
　特に、板バネ２０の厚さＴを薄くすると、筒体１３の厚さを薄くでき、その結果、同じ
外径の場合筒体１３の内径を大きくでき、同じ内径の場合筒体１３の外径を小さくできる
メリットを有する。
【００４４】
　板バネ２０の間隔Ｓは、１ｍｍを規準として埋め込まれているが、製造工程のバラツキ
で、０．５ｍｍから１．５ｍｍの範囲になっている。できるだけバラツキは少ないほうが
好ましいが、特に咽頭部Ａの位置に相当する範囲で上記範囲に収まっていれば、差し支え
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なく、それ以外の領域では、更にバラツキが合っても問題ない。
【００４５】
　外側筒体１３の肉厚は、樹脂の種類や埋込むコイルバネの材質にもよるが、できる限り
薄い方が患者の苦痛が少なくて済み、通常１．０ｍｍ以上３．０ｍｍ以下の肉厚とするの
が好ましい。内側及び中間の筒体１１及び１２の肉厚は、外側の筒体１３よりも薄くても
良く、通常０．５ｍｍ以上２．５ｍｍ以下の肉厚とすることが好ましい。
【００４６】
　次に第１実施形態の咽喉部用拡径チューブ１０の使用方法について説明する。内視鏡（
図示せず）のファイバーの外周面にキシロカインゼリー等を塗り、内側筒体１１、中間筒
体１２及び外側筒体１３からなる咽喉部用拡径チューブ１０の内側筒体１１の内腔に挿入
しセットする。先ず、内視鏡の先端部を患者の咽頭部Ａに挿入し、続いて内側筒体１１を
内視鏡に沿ってスライドさせ咽頭部Ａの位置に挿入する。その後、中間筒体１２を内側筒
体１１の外周を滑らせて挿入し、咽頭部を少し拡径して咽頭部Ａの位置まで挿入する。内
側の筒体１１を咽頭部Ａから外側に引き抜く。その後、さらに、外側筒体１３を中間筒体
１２の外周を滑らせて挿入し、咽頭部を少し拡径して咽頭部Ａの位置まで挿入する。中間
の筒体１２を咽頭部Ａから外側に引き抜く。
【００４７】
　こうすることにより、咽頭部等の屈曲部位に留置した際に、外側筒体１３内の板バネ２
０の保持力により、筒体１３が潰れることなく内腔が確保され、縫合器や内視鏡等の出し
入れがスムーズに行える。
【００４８】
　なお、中間筒体１２をセットしたら内側筒体１１を引き抜いたが、引き抜かずに更に外
側筒体１３をセットした後に、内側筒体及び中間筒体を一緒に引き抜いても良い。
【００４９】
　また、内視鏡をガイドにして内側筒体１１を咽頭部Ａに導いたが、内視鏡を用いない場
合には、カテーテルなどを用いてガイドしても良い。
【００５０】
　外側筒体の材質としてはポリ塩化ビニル系樹脂を使用したが、軟質樹脂を用いるのが良
く、別例としては、ポリウレタン系樹脂、あるいはゴム系樹脂でも良い。内側及び中間筒
体の材質としてはポリエチレン樹脂を使用したが、比較的硬質な樹脂を用いるのが良く、
この樹脂に限られるものではない。
【００５１】
　外側の筒体１３に埋め込む板バネ２０の材質としては、金属又は硬質樹脂の板材をコイ
ル状に加工したもので、筒体１３を屈曲した際に筒体１３の内腔が潰れないようにする保
持力を有するものが使用される。金属としてはステンレス鋼系のバネ板材、例としてＳＵ
Ｓ３０４等が挙げられるが、これらに限定されない。また、硬質樹脂の例としてはポリア
ミドやフッ素系樹脂等が挙げられるが、筒体１３への埋め込み加工時の加熱に耐え、筒体
１３の強度を保持できる剛性を有するものであれば、特に限定されない。
【００５２】
　筒体１３の全長については、咽頭部等の屈曲部位に留置することが目的であるから、Ｅ
ＶＬ（内視鏡的静脈瘤結紮術）用では１００ｍｍ以上３００ｍｍ以下が適当で、またＥＩ
Ｓ（内視鏡的食道静脈瘤硬化療法）用では３００ｍｍ以上５００ｍｍ以下と更に長くなっ
ても良い。板バネ２０の埋め込みを必要とする部位は、筒体１３を留置したとき患者の咽
頭部に当たる部位を中心として、最大長さ１００ｍｍ以上２００ｍｍ以下の範囲であるが
、長すぎると筒体１３が屈曲しにくくなり、また短かすぎると十分な効果が得られなくな
るので、１２０ｍｍ以上１６０ｍｍ以下とするのが好ましい。
【００５３】
　また筒体１１、１２，１３の先端部の切断角度としては筒体の挿入性向上のため、さら
には内視鏡を引き抜く時の先端のひっかかりをなくするため、長さ方向の軸に対して４０
度以上７０度以下の角度を付けるが、好ましくは５０度以上６０度以下の範囲とするのが
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【００５４】
　図５は第２実施形態に関わり、図２と同様な図を示す。この第２実施形態では、第１実
施形態と異なる部分のみ説明し、他の説明は省略する。この第２実施形態では、内側筒体
３１と外側筒体３２からなる２重管構造であって、幼児等の咽喉部の小さい人などに用い
る場合を示す。この場合には、外側の筒対３２に第１実施形態と同様な板バネが埋め込ま
れている。
【００５５】
　さらに、この第２実施形態では、第１実施形態のマーク１３ａ及び１２ａの代わりに、
内側筒体３１に凸部３１ａ及び外側筒体３２に凹部３２ａが設けられている。この凸部３
１ａが凹部３２ａに嵌まることで、内側筒体３１と外側筒体３２との回転方向及び挿入方
向の位置合せが行なわれる。
【００５６】
　なお、この凹部と凸部からなる構造は、第１実施形態のマークと併用しても良い。
【００５７】
　尚、咽喉部の大きい人の場合には、第１実施形態の３重管でなく４重管として、外側の
筒体に板バネを埋め込んだものを使用しても良い。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　以上説明したように、本発明に関わる咽喉部用拡径チューブは、体腔内の出血部の止血
又は体内器官や生体組織の縫合や吻合等を行なう縫合器をスムーズに通過させるためだけ
でなく、咽頭部を拡大して大きな開口を確保したい場合には、適用することができる。例
えば、咽喉部・食道の検査・手術や胃等の内臓の検査・手術の為に、内視鏡や胃カメラ等
の器具が咽喉部を通過する際等に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】第１実施形態に関わり、咽喉部用拡径チューブの断面構造を示す。
【図２】図１の咽喉部用拡径チューブの外観図を示す。
【図３】図１の咽喉部用拡径チューブに使用するコイルバネの斜視図を示す。
【図４】図１の咽喉部用拡径チューブの使用状態を示す。
【図５】第２実施形態に関わり、図２と同様な図を示す。
【図６】従来技術を示す。
【図７】図６の従来技術の使用状態を説明する図である。
【図８】別の従来技術を示す。
【符号の説明】
【００６０】
Ａ　　　咽頭部
１０　　咽喉部用拡径チューブ
１１　　内側樹脂製筒体
１２　　中側樹脂製筒体
１３　　外側樹脂製筒体
２０　　コイルバネ
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